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退職金・企業年金の移行の選択肢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前払い」には、賃金に振り替えて支給する「賃金としての前払い」と、確定拠出年金制

度を導入して「掛金」として前払いする方法があります。中小企業にとっては、2012 年 3

月末までの期間に限って、中小企業退職金共済（中退共）制度への移行も可能です。 

一方、「後払い」の受け皿としては、基本的には確定給付企業年金制度への移行というこ

とになります。 

退職金・企業年金の改革を考えるにあたっては、十分な労使合意が欠かせません。雇用状

況の悪化の中で、職員の気持ちを理解し、施設の立場も理解してもらうよう労使協議を重

ね、施設経営の体質が一段と強化される選択を行うことが必要でしょう。 

（３）移行先のメリット・デメリット 

移行方法には、それぞれにメリットとデメリット（留意点）とがあります。経営者の立場

から、これを比較してみますと、表のようになります。 

 

  移行先のメリットと留意点 

区分 確定給付企業年金 確定拠出年金 中小企業退職金共済 

メリット ○基本的に退職金体系のま

ま移行可 

○積立不足でも移行可 

○投資教育不要 

○企業は資産運用リスク

を負わない 

○企業は資産運用リスク

を負わない 

○積立不足でも移行可 

○投資教育不要 

留意点 ○企業が資産運用リスクを

負う 

○退職金を前払いに変更

する必要あり 

○積立不足の解消要 

○投資教育必要 

○退職金を前払いに変更

する必要あり 

○中小企業のみ可能 

 

なお、確定拠出年金制度を共同で運営するものとして、平成 21 年 7 月 1 日に「全老健共

済会連合型確定拠出年金制度」が設立されています。これに加入すると、①離転職した場
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合でも制度に加入している企業・団体同士であれば継続して資産形成が可能となる、②基

本的な設計はできているので検討期間を短くすることができ、投資教育にも対応しやすい、

といった利点があります。確定拠出年金制度を検討する場合には、有力な選択肢になるで

しょう。 
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８．人材育成システムのモデル例の作成 

 

１）実践型人材養成システム・有期実習型訓練のモデル例 

 

（１）実践型人材養成システムのモデル例 

①実践型人材養成システムとは 

実践型人材養成システムは、「企業が主体」となり、「新規学卒者」を主たる対象

として、「自らの企業における雇用関係の下での実習（ＯＪＴ）」と、「教育訓練機関

における自社のニーズに即した学習（ＯＦＦ－ＪＴ）」とを組み合わせて行う、実践

的な訓練です。 

 

■実践型人材養成システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②認定のための要件 

・訓練期間は 6ヵ月以上 2年以下であること 

・総訓練時間は、訓練期間 1年あたり 850 時間以上であること 

・総訓練時間に占めるＯＦＦ‐ＪＴの時間数の割合は、2割以上 8割以下であること 

・対象者は、新たに雇い入れる 15 歳以上 40 歳未満の者であること 

・訓練の修了時に客観的かつ公正な方法で職業能力を評価すること 

 

③実践型人材養成システムのメリット 

a.若者育成に積極的な施設であることのＰＲが可能となる 

厚生労働省の認定を受けると、募集広告等に「認定実践型人材養成システム」

と表示することができます。これにより、若者の人材育成に積極的な企業である

ことの評価を得て、優れた人材の確保、定着等の効果が期待できます。 

能力評価の実施 

6ヵ月以上～2年以下 
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b.国の助成制度を活用することにより、訓練にかかる負担を軽減できる 

実践型人材養成システムを実施するとともに、一定の手続きを行い、要件を満

たした場合に、国の助成制度を活用することができます。 

c.施設が求める現場の中核的人材の育成・確保が可能となる 

実践型人材養成システムでは、仕事の興味や問題意識を喚起しながら理論面で

の学習に取り組ませつつ、現場の生きた技能・技術を習得させることにより、実

践的かつ体系的な能力を備えた人材の育成・確保が可能となります。 

d.計画的な技能の継承が可能となる 

訓練実施計画の策定や教育訓練機関を通じた介護分野での専門家のアドバイス

が得られるので、施設に必要な技能の継承を計画的に行うことができます。 

e.介護サービスの質が向上する 

就業者のキャリアアップによる技術の向上が、ひいては介護サービスの質の向

上を招き、利用者の満足度を高めます。 

 

  ④助成金支給額  

a.座学等（OFF-JT）による訓練の実施に要した経費の 4／5（大企業は 2／3） 

（教育訓練機関に支払う入学料および受講料）  

b.座学等（OFF-JT）による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の 4／5 

（大企業は 2／3）  

c.座学等（OFF-JT）による訓練（事業主が自ら運営する訓練に限る）の実施時間に

応じて、受講者 1人につき 1時間 800 円（受講者 1人あたり 544,000 円を限度） 

（中小企業に限る）  

d.実習（OJT）による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の 4／5（大企業は 2／3）  

e.実習（OJT）による訓練の実施時間に応じて、受講者 1人につき 1時間 800 円 （大

企業は 600 円）（受講者 1人あたり 544,000 円（大企業は 408,000 円）を限度）   

f.登録キャリア・コンサルタント（※）により実施されるキャリア・コンサルティ

ングへの助成  

・外部の専門機関等へ委託して実施するもの 

中小企業・大企業とも委託費の 1／2（1事業所につき 50 万円が限度） 

・企業内に配置して実施するもの 

15 万円（1事業所 1回限り） 

・実施期間中に支払った賃金の 1／2（大企業は 1／3）  

g.訓練修了後、ジョブ・カード様式 6号により能力評価を実施  

受講者 1人あたり 4,880 円  

h.訓練の導入に対する助成（中小企業に限る） 

訓練を実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合、20 万円（1事業所 1回に限り） 
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※ 「登録キャリア・コンサルタント」とは、ジョブ・カード講習（厚生労働省また

は厚生労働省により委託を受けた団体（登録団体）によって実施される講習）を

受講し、厚生労働省または登録団体に登録されたキャリア・コンサルタントのこ

とをいいます。ジョブ・カードは、登録キャリア・コンサルタントが交付します。 

 

 

（２）有期実習型訓練のモデル例 

 

  ①有期実習型訓練とは 

有期実習型訓練は、企業現場における実習（ＯＪＴ）と企業ニーズに即した座学

等（ＯＦＦ－ＪＴ）を組み合わせた実践的な訓練です。優秀な人材の確保のため、新

たに雇い入れて訓練を実施する場合（基本型）や、すでに雇用している自社内のパ

ート労働者等の非正規労働者に訓練を実施する場合（キャリア・アップ型）に活用

できます。 

 

 ■有期実習型訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②認定のための要件 

・訓練期間は3ヵ月超6ヵ月以下であること 

（資格取得のため等特別な場合には1年以内） 

・総訓練時間は、訓練期間6ヵ月あたり425時間以上であること 

・総訓練時間に占めるＯＦＦ－ＪＴの時間数の割合は、2割以上8割以下であること 

    （訓練修了後に訓練受講者を正社員として雇用（正規雇用）する場合には、総訓

練時間に占めるＯＦＦ－ＪＴの割合は「1割以上9割以下」） 

・訓練の修了時にジョブ・カード様式６（評価シート）による能力評価を実施する

こと（汎用性のある評価基準を活用するものに限る） 

ジョブ・カードによ

る能力評価の実施 
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・ＯＦＦ－ＪＴの実施主体について、次のいずれかに該当するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③有期実習型訓練のメリット 

a.自社の人材ニーズに合致した人材の育成・確保が可能となります 

b.人材育成に積極的な企業であることのPRが可能となります 

c.国の助成制度を活用することにより、訓練にかかる負担を軽減できます 

    （キャリア形成促進助成金、若年者等正規雇用化特別奨励金など） 

d.本制度の利用を通じて、自社の人材育成・研修体制の構築が可能となります 

 

   ④助成金支給額  

a.座学等（OFF-JT）による訓練の実施に要した経費の 4／5（大企業は 2／3） 

（・外部講師の謝金、施設の借上げ料、教材費等の運営費  

・教育訓練機関に支払う入学料および受講料）   

b.座学等（OFF-JT）による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の 4／5 

（大企業は 2／3） 

注）実際に支払われた賃金から受講者ごとの通常賃金時間額を算定し、賃金助

成額を計算します。  

c.座学等（OFF-JT）による訓練（事業主が自ら運営する訓練に限る）の実施時間

に応じて、受講者 1 人につき 1 時間 800 円（受講者 1 人あたり 272,000 円を限

度）（中小企業に限る）  

d.実習（OJT）による訓練の実施時間に応じて支払った賃金の 4／5 

（大企業は 2／3） 

e.実習（OJT）による訓練の実施時間に応じて、受講者 1人につき 1時間 800 円（大

対象となるＯＦＦ－ＪＴの類型（組み合わせも可） 

・外部機関（ＯＪＴ実施事業主以外が設置する施設）に依頼して行われる教育

訓練（講師の派遣も含む） 

・認定職業訓練を行う施設において行う職業訓練 

（都道府県知事が職業訓練の基準に適合するものとして認定する職業訓練） 

・ＯＪＴ実施事業主が行うものであって、①専修学校専門課程教員、②職業訓

練指導員免許取得者、または③これらと同等以上の能力を有する方により実

施される職業訓練 

（③は、該当分野の職務に係る実務経験が通算５年以上の方などが該当） 

・訓練を行う上で必要と認められるオリエンテーションまたは能力評価（上限

は合計10時間） 
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企業は 600 円）（受講者 1人あたり 408,000 円（大企業は 306,000 円）を限度）

（ただし、訓練実施期間が 6ヵ月を超え 1年以内の場合は、544,000 円（大企業

の場合は 408,000 円）を限度） 

注）実際に支払われた賃金から受講者ごとの通常賃金時間額を算定し、賃金助

成額を計算します。  

f.登録キャリア・コンサルタント（※）により実施されるキャリア・コンサルティ

ングへの助成  

・外部の専門機関等へ委託して実施するもの  

中小企業・大企業とも委託費の 1／2（1事業所につき 50 万円が限度） 

・企業内に配置して実施するもの  

15 万円（1事業所に 1回限り） 

・実施期間中に支払った賃金の 1／2（大企業は 1／3） 

g.訓練修了後、ジョブ・カード様式 6号により能力評価を実施 

受講者 1人あたり 4,880 円  

h.訓練の導入に対する助成（中小企業に限る）  

訓練を実施し、1人目の訓練受講者が生じた場合、20 万円（1事業所 1回に限り） 

 

※ 「登録キャリア・コンサルタント」とは、ジョブ・カード講習（厚生労働省ま

たは厚生労働省により委託を受けた団体（登録団体）によって実施される講

習）を受講し、厚生労働省または登録団体に登録されたキャリア・コンサル

タントのことをいいます。ジョブ・カードは、登録キャリア・コンサルタン

トが交付します。 
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（３）能力評価票について 

 

能力評価票の一例として、内閣府が「人材育成戦略」の観点から提案したジョブ・

カードが挙げられます。 

ジョブ・カードは総括表、職務経歴、学習歴・訓練歴、免許・取得資格、キャリ

アシート、評価シートという６種類のシートで構成されるツールです。ジョブ・カ

ード制度では、職業能力形成プログラム（①施設が実施主体となって雇用関係のも

とで行われる「有期実習型訓練」、「実践型人材養成システム」と②教育訓練機関ま

たは施設が実施主体の「日本版デュアルシステム（委託型）」、「企業実習先行型訓練

システム（仕事おためし訓練コース）」の４種類）と呼ばれる「施設における実習（Ｏ

ＪＴ）」と「教育訓練機関等での座学（ＯＦＦ－ＪＴ）」を組み合わせた実践的な職

業訓練を行い、介護の担い手を育成します。ジョブ・カードの「評価シート」は、

この職業訓練時において施設がその評価をする際に使用します。 

ジョブ・カード制度を活用し、一定の要件を満たす場合は、施設は国からキャリ

ア形成促進助成金と呼ばれる助成を受けることができます。この助成金を利用する

際に必要とされる「公的書類の一部」として「評価シート」を使用できるため、平

成 20 年度から評価票を変更し、能力評価票はジョブ・カードの「評価シート」を採

用しています。 

 

①評価にあたっての留意点 

実践型人材養成システム介護老人保健施設介護職養成コースの能力評価は、当

章の 146 ページの評価票によって行いますが、介護サービスは、モノを作るとか

プログラムを作成するといった形が残るものではないので、評価の方法は訓練担

当者の観察による評価方法を採用しています。 

観察による評価ですので、評価者は次の点に留意してください。 

 

a.基本的に新卒者を対象としたことから、評価の際は、社会人経験がないという

ことを念頭におく。 

b.チームケアの職場であることから、訓練にかかわる他の職員からも、評価に対

し意見を聴取する。 

c.ＯＪＴの実施中、追指導を要する（苦手な）項目があらかじめ確認できる場合

は、評価時でなくとも、前もって重点的に指導を行う。 

 



145 

②評価票による評価 

  評価票による評価にあたっては、「職務遂行のための基準」として記載された

職務行動を基準として、このような職務行動がとられたか否かを判定の基準と

してＡＢＣの３段階で評価します。 

  評価は、「中間評価」と「修了評価」の２回を行い、それぞれ「自己評価」と

「企業評価」の両方を行います。 

 
③能力評価のポイント 

a.「職務遂行のための基本的能力」欄の評価 

・職業に就くにあたって求められる共通的な能力であり、日常の職務行動から評

価することとなる。 
・具体的な判定は「職務遂行のための基準」に掲げた項目ごとに行う。評価を行

う時点の直近の職務行動に照らして、「職務遂行のための基準」に掲げた項目が

職務行動として身についていると判断できる場合、判定は「B：大体できてい
る」または「A：常にできている」となる。「職務遂行のための基準」に掲げた
職務行動に関して、常に（おおむね 80％程度以上）当該職務行動が見られるま
たは当該基準より質の高い職務行動が見られる場合、判定は「A：常にできて
いる」となる。「職務遂行のための基準」に掲げた職務行動が見られない場合ま

たは見られても頻度が低い（おおむね 20％未満）場合、判定は「C：評価しな
い」となる。 
・新卒者の場合、社会人としてどのようなことが評価になるのかわからない場合

があるので、訓練開始時に施設の規則やルールを説明するとともに、必要があ

れば、接遇では「介護福祉スタッフのマナー基本テキスト」（日本能率協会マネ

ジメントセンター発行）等の新人研修用の書籍をテキストとして利用し、施設

として規範を示した後に評価を行うことが望ましい。 
 b.「技能・技術に関する能力－基本的事項」欄の評価 

・職務の遂行にあたって必要な能力のうち基本的、汎用的、共通的な能力であり、

基本的スキルや取り組み姿勢についての「職務遂行のための基準」である。評

価を行う時点は直近の時点であり、その時点までの訓練成果を判定することと

する。 

・具体的な判定については「職務遂行のための基本的能力」欄の評価を参照。 

・全老健編集の「介護老人保健施設で働くあなたに入門編」（厚生科学研究所発行）

などを用い、基本用語等の知識習得状況について、定期的に確認を行う。 
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c.「技能・技術に関する能力－専門的事項」欄の評価 

・職務の遂行にあたって必要な能力のうち専門的な能力であり、訓練職務ごとに

設定される能力についての「職務遂行のための基準」である。評価を行う時点

は直近の時点であり、その時点までの訓練成果を判定することとする。 

・具体的な判定については「職務遂行のための基本的能力」欄の評価を参照。 

・履修形態が、一連の業務の指導を受けながら単独で実施する「標準作業」なの

か、一連の業務の指導を受けながら共同で実施する「共同作業」なのか、一部

の作業を体験的に実施する「体験作業」なのか、業務の準備・後片づけといっ

た「補助業務」なのかといった点に留意し、評価を行う。 

 

■評価票 
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■実践型人材養成システムの各種書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。
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※有期実習型訓練においても同様の書式で作成することができる。

※実習施設等種別を記入すること 
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